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漁
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法
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昭
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二
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年
法
律
第
二
百
六
十
七
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六
十
七
条
第
一
項
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規
定
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よ
り
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お
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縄
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台
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台
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分
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漁
業
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委
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会
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四
年
法
律
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百
六
十
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第
一
項
の
規
定
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よ
り
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。
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岸
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台
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い
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岸
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潮
時
海
岸
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点
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、
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掲
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ロ
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ハ
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測
地
系
）
を
順
次
に
結
ん

だ
直
線
と
最
大
高
潮
時
海
岸
線
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よ
っ
て
囲
ま
れ
た
区
域

　
　
　

点
イ　

北
緯
三
十
三
度
七
・
八
六
七
分
、
東
経
百
三
十
一
度
五
十
四
・
〇
二
〇
分

　
　
　

点
ロ　

点
イ
か
ら
真
方
位
百
度
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十
八
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百
十
六
メ
ー
ト
ル
の
点

　
　
　

点
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北
緯
三
十
三
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・
九
一
〇
分
、
東
経
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十
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五
十
四
・
〇
九
二
分
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津
久
見
市
大
字
網
代
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江
ノ
浦
地
先
の
次
に
掲
げ
る
イ
、
ロ
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び
ハ
の
各
点
を
順
次
に
結
ん
だ
直

線
と
最
大
高
潮
時
海
岸
線
と
に
よ
っ
て
囲
ま
れ
た
区
域

　
　
　

点
イ　

北
緯
三
十
三
度
四
・
六
四
一
分
、
東
経
百
三
十
一
度
五
十
五
・
九
一
七
分

　
　
　

点
ロ　

点
イ
か
ら
真
方
位
二
百
五
十
五
度
百
メ
ー
ト
ル
の
点

　
　
　

点
ハ　

赤
江
漁
港
江
ノ
浦
泊
地
沖
側
防
波
堤
突
端

　
　

㈥ 　

津
久
見
市
保
戸
島
地
先
の
次
に
掲
げ
る
イ
、
ロ
、
ハ
、
ニ
及
び
イ
の
各
点
を
順
次
に
結
ん
だ
直
線

と
最
大
高
潮
時
海
岸
線
と
に
よ
っ
て
囲
ま
れ
た
区
域

　
　
　

点
イ　

く
じ
ら
ば
え
西
端

　
　
　

点
ロ　

点
イ
か
ら
真
方
位
三
百
二
十
一
度
五
十
九
メ
ー
ト
ル
の
点

　
　
　

点
ハ　

点
イ
か
ら
真
方
位
二
百
三
十
二
度
三
百
七
十
四
メ
ー
ト
ル
の
点

　
　
　

点
ニ　

ご
じ
ら
ば
え
東
端

　
　

㈦ 　

佐
伯
市
上
浦
大
字
津
井
浦
地
先
の
次
に
掲
げ
る
イ
、
ロ
、
ハ
及
び
ニ
の
各
点
（
世
界
測
地
系
）
を

順
次
に
結
ん
だ
直
線
と
最
大
高
潮
時
海
岸
線
と
に
よ
っ
て
囲
ま
れ
た
区
域

　
　
　

点
イ　

北
緯
三
十
三
度
三
・
〇
八
〇
分
、
東
経
百
三
十
一
度
五
十
五
・
六
六
二
分

　
　
　

点
ロ　

北
緯
三
十
三
度
三
・
〇
五
三
分
、
東
経
百
三
十
一
度
五
十
五
・
七
〇
九
分

　
　
　

点
ハ　

北
緯
三
十
三
度
二
・
八
九
五
分
、
東
経
百
三
十
一
度
五
十
五
・
七
二
六
分

　
　
　

点
ニ　

北
緯
三
十
三
度
二
・
九
三
五
分
、
東
経
百
三
十
一
度
五
十
五
・
六
〇
四
分

　
　

㈧ 　

佐
伯
市
鶴
見
有
明
浦
地
先
の
次
に
掲
げ
る
イ
、
ロ
、
ハ
、
ニ
及
び
イ
の
各
点
（
世
界
測
地
系
）
を

順
次
に
結
ん
だ
直
線
に
よ
っ
て
囲
ま
れ
た
区
域

　
　
　

点
イ　

北
緯
三
十
二
度
五
十
六
・
六
六
四
分
、
東
経
百
三
十
一
度
五
十
九
・
四
五
〇
分

　
　
　

点
ロ　

北
緯
三
十
二
度
五
十
六
・
六
六
六
分
、
東
経
百
三
十
一
度
五
十
九
・
四
四
一
分

　
　
　

点
ハ　

北
緯
三
十
二
度
五
十
六
・
七
〇
〇
分
、
東
経
百
三
十
一
度
五
十
九
・
四
二
五
分

　
　
　

点
ニ　

北
緯
三
十
二
度
五
十
六
・
七
〇
九
分
、
東
経
百
三
十
一
度
五
十
九
・
四
三
九
分

　
　

㈨ 　

佐
伯
市
蒲
江
大
字
西
野
浦
地
先
の
次
に
掲
げ
る
イ
、
ロ
、
ハ
、
ニ
及
び
イ
の
各
点
を
順
次
に
結
ん

だ
直
線
に
よ
っ
て
囲
ま
れ
た
区
域

　
　
　

点
イ　

入
津
湾
口
部
南
側
消
波
堤
北
端
か
ら
真
方
位
八
十
八
度
十
三
メ
ー
ト
ル
の
点

　
　
　

点
ロ 　

入
津
湾
口
部
南
側
消
波
堤
北
端
か
ら
真
方
位
百
七
十
四
度
三
十
三
分
百
三
十
五
メ
ー
ト
ル
の

点

　
　
　

点
ハ 　

入
津
湾
口
部
南
側
消
波
堤
北
端
か
ら
真
方
位
百
八
十
八
度
五
十
一
分
百
三
十
七
メ
ー
ト
ル
の

点

　
　
　

点
ニ　

入
津
湾
口
部
南
側
消
波
堤
北
端
か
ら
真
方
位
二
百
六
十
八
度
二
十
一
メ
ー
ト
ル
の
点

　
　

㈩ 　

佐
伯
市
蒲
江
大
字
森
崎
浦
地
先
の
次
に
掲
げ
る
イ
、
ロ
、
ハ
、
ニ
及
び
イ
の
各
点
を
順
次
に
結
ん

だ
直
線
に
よ
っ
て
囲
ま
れ
た
区
域

　
　
　

点
イ 　

佐
伯
市
蒲
江
大
字
森
崎
浦
鵜
糞
鼻
に
漁
業
権
管
理
者
が
設
定
し
た
点
か
ら
真
方
位
二
百
四
度

五
百
九
十
六
メ
ー
ト
ル
の
点



令
和
二
年
三
月
三
十
一
日

三

大
分
県
報
号
外
（
大
分
海
区
漁
調
委
告
示
）

投
錨び
よ
うし

て
行
う
船
釣
り
を
禁
止
す
る
。

　
　

令
和
二
年
三
月
三
十
一
日

大
分
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
会
長　
　

内　
　
　

田　
　
　
　
　
　
　

健　

一　

禁
止
区
域

　

 　

次
に
掲
げ
る
イ
、
ロ
、
ハ
、
ニ
、
ホ
、
ヘ
及
び
ト
の
各
点
を
順
次
に
直
線
で
結
ん
だ
線
と
最
大
高
潮
時

海
岸
線
に
よ
っ
て
囲
ま
れ
た
海
域

　

点
イ　

神
崎
漁
港
四
十
二
護
岸
に
大
分
県
が
設
置
し
た
標
識
灯

　

点
ロ 　

北
緯
三
十
三
度
十
九
分
五
十
四
秒
東
経
百
三
十
一
度
四
十
六
分
五
十
四
秒
（
日
本
測
地
系
で
北
緯

三
十
三
度
十
九
分
四
十
二
秒
東
経
百
三
十
一
度
四
十
七
分
三
秒
）
の
点

　

点
ハ 　

北
緯
三
十
三
度
二
十
分
五
十
八
秒
東
経
百
三
十
一
度
五
十
二
分
四
十
三
秒
（
日
本
測
地
系
で
北
緯

三
十
三
度
二
十
分
四
十
六
秒
東
経
百
三
十
一
度
五
十
二
分
五
十
二
秒
）
の
点

　

点
ニ　

点
ハ
か
ら
愛
媛
県
西
宇
和
郡
伊
方
町
赤
崎
鼻
見
通
し
線
上
六
千
三
百
メ
ー
ト
ル
の
点

　

点
ホ　

点
ニ
か
ら
大
分
市
大
字
佐
賀
関
牛
島
見
通
し
線
上
二
千
七
百
五
十
メ
ー
ト
ル
の
点

　

点
ヘ 　

点
ホ
と
大
分
市
大
字
佐
賀
関
高
島
東
端
を
結
ん
だ
線
と
大
分
市
大
字
佐
賀
関
関
埼
灯
台
と
愛
媛
県

西
宇
和
郡
伊
方
町
佐
田
岬
を
結
ん
だ
線
と
の
交
点

　

点
ト　

大
分
市
大
字
佐
賀
関
関
埼
灯
台

二　

禁
止
期
間

　
　

令
和
二
年
六
月
一
日
か
ら
令
和
三
年
五
月
三
十
一
日
ま
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
告
示
第
五
号

　

漁
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
六
十
七
号
）
第
六
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
あ
み
等
の
ま

き
え
を
使
用
し
て
行
う
船
釣
り
及
び
当
該
船
釣
り
に
係
る
遊
漁
案
内
行
為
（
以
下
「
ま
き
え
船
釣
り
等
」
と

い
う
。
）
を
次
の
と
お
り
禁
止
す
る
。
た
だ
し
、
第
三
種
共
同
漁
業
権
に
基
づ
き
当
該
船
釣
り
を
行
う
場
合

は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

　
　

令
和
二
年
三
月
三
十
一
日

大
分
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
会
長　
　

内　
　
　

田　
　
　
　
　
　
　

健　

　

（
禁
止
区
域
等
）

一 　

次
に
掲
げ
る
イ
、
ロ
、
ハ
、
ニ
、
ホ
、
ヘ
及
び
ト
の
各
点
を
順
次
に
直
線
で
結
ん
だ
線
と
最
大
高
潮
時

海
岸
線
に
よ
っ
て
囲
ま
れ
た
海
域
。
た
だ
し
、
イ
、
ロ
、
ハ
、
ニ
、
ホ
、
ヌ
、
リ
及
び
チ
の
各
点
を
順

次
に
直
線
で
結
ん
だ
線
と
最
大
高
潮
時
海
岸
線
に
よ
っ
て
囲
ま
れ
た
海
域
に
お
い
て
、
大
分
海
区
漁
業
調

整
委
員
会
（
以
下
「
委
員
会
」
と
い
う
。
）
が
漁
業
調
整
上
支
障
が
な
い
と
し
て
承
認
し
た
船
舶
（
以
下

「
承
認
船
舶
」
と
い
う
。
）
を
使
用
し
て
行
う
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

　
　
　

点
ロ 　

佐
伯
市
蒲
江
大
字
森
崎
浦
鵜
糞
鼻
に
漁
業
権
管
理
者
が
設
定
し
た
点
か
ら
真
方
位
二
百
十
度

六
百
四
十
五
メ
ー
ト
ル
の
点

　
　
　

点
ハ 　

佐
伯
市
蒲
江
大
字
森
崎
浦
鵜
糞
鼻
に
漁
業
権
管
理
者
が
設
定
し
た
点
か
ら
真
方
位
二
百
五
度

七
百
四
十
八
メ
ー
ト
ル
の
点

　
　
　

点
ニ　

佐
伯
市
蒲
江
大
字
森
崎
浦
鵜
糞
鼻
に
漁
業
権
管
理
者
が
設
定
し
た
点
か
ら
真
方
位
二
百
度
七

　
　
　
　
　

百
十
九
メ
ー
ト
ル
の
点

　

２　

う
に
類

　
　

㈠ 　

臼
杵
市
大
字
大
泊
字
津
久
見
島
地
先
の
次
に
掲
げ
る
点
イ
（
世
界
測
地
系
）
か
ら
真
方
位
二
百
三

十
五
度
十
六
・
五
五
二
分
の
線
と
点
ロ
（
世
界
測
地
系
）
か
ら
真
方
位
八
十
一
度
五
十
・
八
七
七
分

の
線
と
最
大
高
潮
時
海
岸
線
か
ら
五
十
メ
ー
ト
ル
の
線
と
に
よ
っ
て
囲
ま
れ
た
津
久
見
島
北
側
の
区

域

　
　
　

点
イ　

北
緯
三
十
三
度
八
・
四
七
四
分
、
東
経
百
三
十
一
度
五
十
一
・
四
〇
一
分

　
　
　

点
ロ　

北
緯
三
十
三
度
八
・
五
八
八
分
、
東
経
百
三
十
一
度
五
十
一
・
七
九
七
分

　
　

㈡ 　

臼
杵
市
大
字
深
江
地
先
の
次
に
掲
げ
る
イ
、
ロ
、
ハ
及
び
ニ
の
各
点
（
世
界
測
地
系
）
を
順
次
に

結
ん
だ
直
線
と
最
大
高
潮
時
海
岸
線
と
に
よ
っ
て
囲
ま
れ
た
区
域

　
　
　

点
イ　

北
緯
三
十
三
度
七
・
八
五
一
分
、
東
経
百
三
十
一
度
五
十
三
・
八
四
〇
分

　
　
　

点
ロ　

点
イ
か
ら
真
方
位
三
百
四
十
度
五
十
メ
ー
ト
ル
の
点

　
　
　

点
ハ　

点
ニ
か
ら
真
方
位
三
百
二
十
度
五
十
メ
ー
ト
ル
の
点

　
　
　

点
ニ　

北
緯
三
十
三
度
七
・
九
〇
五
分
、
東
経
百
三
十
一
度
五
十
三
・
九
三
七
分

　

３　

あ
わ
び
類
及
び
う
に
類

　
　

 　

国
東
市
国
見
町
地
先
の
次
に
掲
げ
る
イ
、
ロ
、
ハ
、
ニ
及
び
イ
の
各
点
（
世
界
測
地
系
）
を
順
次
に

結
ん
だ
直
線
に
よ
っ
て
囲
ま
れ
た
区
域

　
　
　

点
イ　

北
緯
三
十
三
度
四
十
一
・
一
四
四
分
、
東
経
百
三
十
一
度
三
十
六
・
七
三
九
分

　
　
　

点
ロ　

北
緯
三
十
三
度
四
十
一
・
一
二
八
分
、
東
経
百
三
十
一
度
三
十
六
・
七
二
六
分

　
　
　

点
ハ　

北
緯
三
十
三
度
四
十
一
・
一
〇
〇
分
、
東
経
百
三
十
一
度
三
十
六
・
八
一
五
分

　
　
　

点
ニ　

北
緯
三
十
三
度
四
十
一
・
〇
八
四
分
、
東
経
百
三
十
一
度
三
十
六
・
八
〇
三
分

二　

禁
止
期
間

　

 　

令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
。
た
だ
し
、
第
一
号
１
㈡
に
つ
い
て
は
、
令

和
二
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
告
示
第
四
号

　

漁
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
六
十
七
号
）
第
六
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り



令
和
二
年
三
月
三
十
一
日

四

大
分
県
報
号
外
（
大
分
海
区
漁
調
委
告
示
）

　

２　

協
定
締
結
の
当
事
者
に
大
分
県
漁
業
協
同
組
合
が
含
ま
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

　

（
承
認
証
の
交
付
）

五 　

委
員
会
は
、
承
認
を
し
た
と
き
は
、
ま
き
え
船
釣
り
等
承
認
証
（
以
下
「
承
認
証
」
と
い
う
。
）
を
承

認
申
請
者
に
交
付
す
る
。

　

（
承
認
証
の
備
付
義
務
）

六 　

承
認
を
受
け
た
者
は
、
承
認
船
舶
を
使
用
し
て
第
一
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
海
域
に
お
い
て
ま
き
え

船
釣
り
等
を
行
う
と
き
は
、
承
認
証
を
承
認
船
舶
に
備
え
付
け
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

（
指
摘
事
項
の
遵
守
）

七 　

承
認
を
受
け
た
者
は
、
承
認
船
舶
を
使
用
し
て
行
う
第
一
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
海
域
に
お
け
る
ま

き
え
船
釣
り
等
に
関
し
、
委
員
会
が
漁
業
調
整
上
必
要
と
認
め
て
指
摘
し
た
事
項
を
遵
守
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

　

（
承
認
の
取
消
し
）

八 　

委
員
会
は
、
漁
業
調
整
上
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
、
又
は
こ
の
指
示
に
違
反
す
る
行
為
が
あ
っ
た

と
き
は
、
承
認
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。

　

（
取
扱
要
領
）

九　

こ
の
指
示
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
承
認
等
に
係
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
委
員
会
が
別
に
定
め
る
。

　

（
指
示
の
有
効
期
間
）

十　

こ
の
指
示
の
有
効
期
間
は
、
令
和
二
年
六
月
一
日
か
ら
令
和
三
年
五
月
三
十
一
日
ま
で
と
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
告
示
第
六
号

　

漁
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
六
十
七
号
）
第
六
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
大
分
県
海
域

に
お
け
る
あ
み
等
の
ま
き
え
の
使
用
を
次
の
と
お
り
禁
止
す
る
。

　
　

令
和
二
年
三
月
三
十
一
日

大
分
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
会
長　
　

内　
　
　

田　
　
　
　
　
　
　

健　

一　

禁
止
区
域

地　

区

い
そ
釣
り
の
あ
み
（
お

き
あ
み
を
含
む
。
）
の

ま
き
え
の
使
用
禁
止
区

域

船
釣
り
（
佐
伯
市
鶴
見
地
区
に
お
い
て
は
、
浮
消

波
堤
か
ら
の
釣
り
を
含
む
。
）
の
あ
み
（
お
き
あ

み
を
含
む
。
）
の
ま
き
え
の
使
用
禁
止
区
域

い
そ
釣
り
の

全
て
の
ま
き

え
の
使
用
禁

止
区
域

佐
賀
関
半

島
地
区

一 　

大
分
市
大
字
佐
賀

関
高
島
全
域

二 　

大
分
市
大
字
佐
賀

　

関
埼
灯
台
と
愛
媛
県
西
宇
和
郡
伊
方
町
佐
田
岬

を
結
ん
だ
線
と
大
分
市
と
臼
杵
市
と
の
最
大
高
潮

時
海
岸
線
に
お
け
る
境
界
点
か
ら
津
久
見
市
地
無

　

点
イ　

神
崎
漁
港
四
十
二
護
岸
に
大
分
県
が
設
置
し
た
標
識
灯

　

点
ロ 　

北
緯
三
十
三
度
十
九
分
五
十
四
秒
東
経
百
三
十
一
度
四
十
六
分
五
十
四
秒
（
日
本
測
地
系
で
北
緯

三
十
三
度
十
九
分
四
十
二
秒
東
経
百
三
十
一
度
四
十
七
分
三
秒
）
の
点

　

点
ハ 　

北
緯
三
十
三
度
二
十
分
五
十
八
秒
東
経
百
三
十
一
度
五
十
二
分
四
十
三
秒
（
日
本
測
地
系
で
北
緯

三
十
三
度
二
十
分
四
十
六
秒
東
経
百
三
十
一
度
五
十
二
分
五
十
二
秒
）
の
点

　

点
ニ　

点
ハ
か
ら
愛
媛
県
西
宇
和
郡
伊
方
町
赤
崎
鼻
見
通
し
線
上
六
千
三
百
メ
ー
ト
ル
の
点

　

点
ホ　

点
ニ
か
ら
大
分
市
大
字
佐
賀
関
牛
島
見
通
し
線
上
二
千
七
百
五
十
メ
ー
ト
ル
の
点

　

点
ヘ 　

点
ホ
と
大
分
市
大
字
佐
賀
関
高
島
東
端
を
結
ん
だ
線
と
大
分
市
大
字
佐
賀
関
関
埼
灯
台
と
愛
媛
県

西
宇
和
郡
伊
方
町
佐
田
岬
を
結
ん
だ
線
と
の
交
点

　

点
ト　

大
分
市
大
字
佐
賀
関
関
埼
灯
台

　

点
チ 　

東
経
百
三
十
一
度
四
十
九
分
五
十
一
秒
（
日
本
測
地
系
で
東
経
百
三
十
一
度
五
十
分
〇
秒
）
の
経

線
と
大
分
市
の
北
側
海
岸
線
と
の
交
点

　

点
リ 　

北
緯
三
十
三
度
十
八
分
十
二
秒
東
経
百
三
十
一
度
四
十
九
分
五
十
一
秒
（
日
本
測
地
系
で
北
緯
三

十
三
度
十
八
分
〇
秒
東
経
百
三
十
一
度
五
十
分
〇
秒
）
の
点

　

点
ヌ 　

北
緯
三
十
三
度
十
八
分
五
十
八
秒
東
経
百
三
十
一
度
五
十
六
分
五
十
一
秒
（
日
本
測
地
系
で
北
緯

三
十
三
度
十
八
分
四
十
六
秒
東
経
百
三
十
一
度
五
十
七
分
〇
秒
）
の
点

　

（
承
認
申
請
者
）

二 　

前
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
承
認
（
以
下
「
承
認
」
と
い
う
。
）
申
請
は
、
次
の
者
が
行
う
も
の
と
す

る
。

　

１　

漁
業
の
た
め
に
使
用
さ
れ
る
船
舶
に
あ
っ
て
は
、
当
該
船
舶
を
使
用
す
る
漁
業
者

　

２　

遊
漁
の
た
め
に
使
用
さ
れ
る
船
舶
に
あ
っ
て
は
、
当
該
船
舶
を
使
用
す
る
遊
漁
者

　

３　

遊
漁
案
内
行
為
の
た
め
に
使
用
さ
れ
る
船
舶
に
あ
っ
て
は
、
当
該
船
舶
を
使
用
す
る
遊
漁
船
業
者

　

（
承
認
対
象
船
舶
）

三　

承
認
の
対
象
と
な
る
船
舶
は
、
次
の
船
舶
と
す
る
。

　

１ 　

第
一
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
海
域
に
お
け
る
ま
き
え
船
釣
り
等
に
関
し
、
沿
岸
漁
場
整
備
開
発
法

（
昭
和
四
十
九
年
法
律
第
四
十
九
号
）
第
二
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
漁
場
利
用
協
定
（
以
下

「
漁
場
利
用
協
定
」
と
い
う
。
）
を
締
結
し
た
団
体
の
構
成
員
が
使
用
す
る
船
舶

　

２ 　

前
号
の
漁
場
利
用
協
定
と
同
等
の
内
容
の
ま
き
え
船
釣
り
等
の
規
制
を
遵
守
す
る
旨
委
員
会
に
対
し

誓
約
し
た
者
の
使
用
す
る
船
舶

　

（
漁
場
利
用
協
定
）

四　

前
項
第
一
号
の
漁
場
利
用
協
定
は
、
次
の
要
件
を
満
た
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

１　

大
分
県
農
林
水
産
部
漁
業
管
理
課
長
の
立
会
い
の
下
に
締
結
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。



令
和
二
年
三
月
三
十
一
日

五

大
分
県
報
号
外
（
大
分
海
区
漁
調
委
告
示
）

見
地
区

　

 

大
碆
か
ら
佐
伯
市
鶴

見
と
同
市
米
水
津

と
の
境
界
に
至
る

間
（
沖
い
そ
も
含

む
。
）

二 　

佐
伯
市
鶴
見
梶
寄

浦
地
蔵
埼
先
端
か
ら

同
市
鶴
見
丹
賀
浦
女

郎
埼
先
端
に
至
る

間
（
沖
い
そ
も
含

む
。
）

　

 

度
の
線
と
、
佐
伯
市
鶴
見
と
同
市
米
水
津
と
の

最
大
高
潮
時
海
岸
線
に
お
け
る
境
界
点
か
ら
真

方
位
八
十
三
度
の
線
と
の
間
に
お
け
る
佐
伯
市

鶴
見
内
（
大
島
、
高
手
島
、
小
間
島
及
び
先
ノ

瀬
を
含
む
。
）
の
最
大
高
潮
時
海
岸
線
か
ら
千

メ
ー
ト
ル
の
距
離
の
線
以
内
の
海
面
。
た
だ

し
、
次
の
海
面
を
除
く
。

　

１ 　

大
島
壇
の
鼻
と
立
花
崎
を
直
線
で
結
ん
だ

線
と
最
大
高
潮
時
海
岸
線
に
よ
っ
て
囲
ま
れ

た
海
面

　

２ 　

宇
戸
島
の
頂
上
か
ら
真
方
位
零
度
の
線

と
、
同
島
頂
上
か
ら
高
手
島
西
端
見
通
し
線

と
の
間
に
お
け
る
、
佐
伯
市
鶴
見
内
（
高
手

島
及
び
小
間
島
を
除
く
。
）
の
最
大
高
潮
時

海
岸
線
か
ら
千
メ
ー
ト
ル
の
距
離
の
線
以
内

の
海
面

二 　

佐
伯
市
鶴
見
岩
瀬
を
中
心
と
し
て
半
径
千
メ

ー
ト
ル
の
円
で
囲
ま
れ
た
海
面

　
　

注 　

大
分
県
漁
業
調
整
規
則
（
昭
和
四
十
二
年
大
分
県
規
則
第
十
八
号
）
第
三
十
五
条
第
三
項
第
二
号

及
び
第
四
十
四
条
に
掲
げ
る
区
域
を
除
く
。

二　

禁
止
期
間

　
　

令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
告
示
第
七
号

　

漁
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
六
十
七
号
）
第
六
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

投
錨
し
て
行
う
船
釣
り
（
い
か
釣
り
を
除
く
。
）
及
び
あ
み
（
お
き
あ
み
を
含
む
。
）
の
ま
き
え
を
使
用
し

て
行
う
船
釣
り
を
禁
止
す
る
。

　
　

令
和
二
年
三
月
三
十
一
日

大
分
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
会
長　
　

内　
　
　

田　
　
　
　
　
　
　

健　

一　

禁
止
区
域

　

 　

共
第
二
十
九
号
共
同
漁
業
権
漁
場
区
域
内
。
た
だ
し
、
大
分
市
大
字
佐
賀
関
高
島
東
端
か
ら
津
久
見
市

沖
無
垢
島
東
端
を
見
通
し
た
線
の
延
長
線
以
西
の
区
域
で
、
次
の
点
イ
か
ら
点
ロ
の
間
の
沖
無
垢
島
の
最

大
高
潮
時
海
岸
線
、
点
ロ
か
ら
点
ハ
を
結
ん
だ
直
線
、
点
ハ
か
ら
点
ニ
の
間
の
地
無
垢
島
の
最
大
高
潮
時

海
岸
線
及
び
点
ニ
か
ら
臼
杵
市
飛
潮
埼
を
見
通
し
た
線
以
南
の
区
域
を
除
く
。

　

点
イ　

津
久
見
市
沖
無
垢
島
東
端

　
　

関
牛
島
全
域

垢
島
西
端
見
通
し
線
と
の
間
に
お
け
る
大
分
市
内

（
高
島
、
牛
島
、
蔦
島
、
平
瀬
及
び
権
現
碆
を
含

む
。
）
の
最
大
高
潮
時
海
岸
線
か
ら
千
メ
ー
ト
ル

の
距
離
の
線
以
内
の
海
面

津
久
見
市

四
浦
地
区

　

津
久
見
市
大
字
保
戸

島
と
大
字
四
浦
と
の
境

界
（
と
も
う
ち
ば
え
）

か
ら
津
久
見
市
大
字
四

浦
字
高
浜
の
護
岸
北
端

に
至
る
間
（
沖
い
そ
も

含
む
。
）

　

次
の
イ
、
ロ
及
び
ハ
の
各
点
を
順
次
に
直
線
で

結
ん
だ
線
と
最
大
高
潮
時
海
岸
線
に
よ
っ
て
囲
ま

れ
た
海
面

　

イ 　

津
久
見
市
大
字
保
戸
島
と
大
字
四
浦
と
の

境
界
（
と
も
う
ち
ば
え
）

　

ロ 　

イ
か
ら
佐
伯
市
鶴
見
先
ノ
瀬
見
通
し
線
上

七
百
メ
ー
ト
ル
の
点

　

ハ 　

津
久
見
市
大
字
四
浦
字
高
浜
の
高
浜
沖
防

波
堤
北
端

保
戸
島
地

区

　

津
久
見
市
保
戸
島
（
高
甲
岩
灯
台
が
設
置
さ
れ

た
岩
か
ら
保
戸
島
に
至
る
間
の
諸
島
を
含
む
。
）

の
最
大
高
潮
時
海
岸
線
か
ら
七
百
メ
ー
ト
ル
の
距

離
の
線
以
内
の
海
面
。
た
だ
し
、
保
戸
島
と
津
久

見
市
大
字
四
浦
と
の
境
界
（
と
も
う
ち
ば
え
）
か

ら
大
分
市
大
字
佐
賀
関
蔦
島
東
端
見
通
し
線
及
び

同
境
界
か
ら
佐
伯
市
鶴
見
先
ノ
瀬
見
通
し
線
以
西

の
海
面
を
除
く
。

津
久
見
市
保

戸
島
（
高
甲

岩
灯
台
が
設

置
さ
れ
た
岩

か
ら
保
戸
島

に
至
る
間
の

諸
島
及
び
沖

い

そ

を

含

む
。
）

津
久
見
市

無
垢
島
と

同
市
保
戸

島
と
の
間

の

海

域

（
ス
カ
漁

場
）

　

次
の
イ
、
ロ
、
ハ
、
ニ
及
び
イ
の
各
点
を
順
次

に
直
線
で
結
ん
だ
線
に
よ
っ
て
囲
ま
れ
た
区
域
内

の
海
面
の
う
ち
、
世
界
測
地
系
で
北
緯
三
十
三
度

八
分
十
二
秒
（
日
本
測
地
系
で
北
緯
三
十
三
度
八

分
）
以
南
の
海
面
。
た
だ
し
、
津
久
見
市
保
戸
島

（
高
甲
岩
灯
台
が
設
置
さ
れ
た
岩
か
ら
保
戸
島
に

至
る
間
の
諸
島
を
含
む
。
）
の
最
大
高
潮
時
海
岸

線
か
ら
七
百
メ
ー
ト
ル
の
距
離
の
線
以
内
の
海
面

を
除
く
。

　

イ　

津
久
見
市
沖
無
垢
島
東
端

　

ロ　

津
久
見
市
保
戸
島
高
甲
岩
灯
台

　

ハ　

津
久
見
市
大
字
四
浦
間
元
鼻

　

ニ　

津
久
見
市
地
無
垢
島
西
端

佐
伯
市
鶴

一 　

佐
伯
市
鶴
見
梶
寄

一 　

佐
伯
市
鶴
見
宇
戸
島
の
頂
上
か
ら
真
方
位
零



令
和
二
年
三
月
三
十
一
日

六

大
分
県
報
号
外
（
大
分
海
区
漁
調
委
告
示
）

要
と
認
め
た
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

　
　

令
和
二
年
三
月
三
十
一
日

大
分
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
会
長　
　

内　
　
　

田　
　
　
　
　
　
　

健　

一　

禁
止
区
域

　

 　

豊
後
水
道
（
大
分
県
関
埼
灯
台
か
ら
愛
媛
県
佐
田
岬
灯
台
に
至
る
直
線
以
南
の
海
域
）
の
う
ち
、
津
久

見
市
と
佐
伯
市
と
の
最
大
高
潮
時
海
岸
線
に
お
け
る
境
界
点
か
ら
愛
媛
県
宇
和
島
市
津
島
町
北
灘
権
現
山

頂
上
見
通
し
線
（
津
久
見
市
と
佐
伯
市
と
の
境
界
が
最
大
高
潮
時
海
岸
線
と
接
す
る
点
か
ら
真
方
位
七
十

七
度
）
以
北
の
大
分
県
海
域

二　

禁
止
期
間

　
　

令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

　

点
ロ　

津
久
見
市
沖
無
垢
島
南
端

　

点
ハ　

津
久
見
市
地
無
垢
島
北
端

　

点
ニ　

津
久
見
市
地
無
垢
島
南
端

二　

禁
止
期
間

　
　

令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
告
示
第
八
号

　

漁
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
六
十
七
号
）
第
六
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

全
長
十
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
下
の
ま
こ
が
れ
い
の
採
捕
を
禁
止
す
る
。

　

た
だ
し
、
大
分
県
が
試
験
研
究
の
た
め
に
採
捕
す
る
場
合
及
び
大
分
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
が
公
益
上
必

要
と
認
め
た
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

　
　

令
和
二
年
三
月
三
十
一
日

大
分
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
会
長　
　

内　
　
　

田　
　
　
　
　
　
　

健　

一　

禁
止
区
域

　

 　

伊
予
灘
及
び
豊
後
水
道
北
部
（
点
イ
と
点
ロ
と
を
結
ん
だ
直
線
、
点
ロ
か
ら
東
国
東
郡
姫
島
を
北
回
り

に
点
ハ
に
至
る
間
の
最
大
高
潮
時
海
岸
線
か
ら
八
千
メ
ー
ト
ル
の
線
及
び
点
ハ
か
ら
点
ニ
を
通
る
直
線
を

順
次
に
結
ん
だ
線
以
南
か
ら
、
点
ホ
と
点
へ
と
を
結
ん
だ
直
線
（
点
ホ
か
ら
真
方
位
七
十
七
度
）
以
北
の

海
域
）
の
大
分
県
海
域

　

点
イ　

豊
後
高
田
市
と
国
東
市
と
の
最
大
高
潮
時
海
岸
線
に
お
け
る
境
界
点

　

点
ロ　

点
イ
か
ら
磁
針
方
位
三
百
五
十
度
八
千
メ
ー
ト
ル
の
点

　

点
ハ 　

東
国
東
郡
姫
島
村
姫
島
灯
台
か
ら
山
口
県
熊
毛
郡
上
関
町
小
祝
島
西
端
見
通
し
線
上
八
千
メ
ー
ト

ル
の
点

　

点
ニ　

山
口
県
熊
毛
郡
上
関
町
小
祝
島
西
端

　

点
ホ　

津
久
見
市
と
佐
伯
市
と
の
最
大
高
潮
時
海
岸
線
に
お
け
る
境
界
点

　

点
へ　

愛
媛
県
宇
和
島
市
津
島
町
北
灘
権
現
山
頂
上

二　

禁
止
期
間

　
　

令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
告
示
第
九
号

　

漁
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
六
十
七
号
）
第
六
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

釣
り
に
よ
る
全
長
二
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
下
の
い
さ
き
の
採
捕
を
禁
止
す
る
。

　

た
だ
し
、
大
分
県
が
試
験
研
究
の
た
め
に
採
捕
す
る
場
合
及
び
大
分
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
が
公
益
上
必


